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月　日 部　位 療　法 ・ 処　置 点　数

６／３ 初診 （264） 264

　○○病院整形外科から周術期等口腔機能管理の依頼． ／

周計 （300） 300

　６月19日に全身麻酔下で人工股関節置換術予定． ／

　術後，口腔に問題が生じた場合は○○病院に訪問診 ／

　療にて対応 ／

周Ⅰ（術前） （280） 280

　術後トラブル予防のため口腔清掃法を指導 ／

　６月17日から○○病院入院予定 ／
７ ７
７ ７ パノラマ（電） （402） 402

　軽度の水平性骨吸収認める ／

Ｐ基検（検査結果略） （200） 200

　全体にプラーク・歯石付着（＋＋） ／

　入院前はプラーク．C，SCを実施する ／

７ ７ SC （72＋38×２） 148

６／12 再診　明細 （56+１） 57

７ ７ SC （72＋38×２） 148

実地指１　衛生士への指示内容略 （80） 80

６／21 再診 ／

訪問診療１（１人　13：42～14：07） （1100） 1100

　訪問先：○○病院　術後歩行困難，体調不良 ／

　６月19日人工股関節置換術実施．歯肉に炎症認める ／

訪補助ロ（１）（DH　保険医花子） （90） 90

周Ⅰ（術後） （190） 190

　術後体調優れず口腔ケア不十分．プラーク付着顕著 ／
７ ７
７ ７ 術口衛Ⅰ（DH　保険医花子） （100） 100

訪衛指Ⅰ　14：08～14：31　指示内容略 （360） 360

６／28 再診 ／

訪問診療１（１人　10：00～10：26） （1100） 1100

　訪問先：○○病院　術後歩行困難だが，体調良好 ／

訪補助ロ（１）（DH　保険医花子） （90） 90

周Ⅰ（術後） （190） 190

　柔らかめの歯ブラシを用いて清掃することを指導 ／

訪衛指Ⅰ　10：30～10：53　指示内容略 （360） 360

６月分　5,459点

７／15 再診　明細 （56＋１） 57

　７月３日退院　７月からリハビリ開始 ／
７ ７
７ ７ Ｐ基検　検査結果　略 （200） 200

Ｐ画像（５枚） （10＋10×４） 50

　全顎に縁下歯石付着（＋）　SRP予定 ／

周Ⅰ（術後） （190） 190

　歩行訓練うまくいかず外出が億劫になった．清掃状 ／

　態不良． ／

実地指１　指示内容　略 （80） 80

７月分　577点

社保研究部

周術期等口腔機能管理

５

社保シリーズ

　今回は，医科から情報提供があり，

周術期等口腔機能管理を術前から実施

する症例を解説する．

症例解説

　周術期等口腔機能管理はがんなどの

手術や放射線治療，化学療法，緩和ケ

アを行う患者の口腔機能を管理する．

口腔機能管理を必要とする対象手術の例

頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域
などの悪性腫瘍の手術
心臓血管外科手術
人工骨股関節置換術など整形外科手術
臓器移植手術
造血管細胞移植
脳卒中に対する手術

　手術などを実施する医科医療機関か

ら周術期等口腔機能管理を依頼された

場合，主病の治療に関連した口腔機能

の変化に伴う指導や，気管内挿管によ

る誤嚥性肺炎や術後合併症，口腔粘膜

炎などの予防と緩和を目的に指導管理

などをする．依頼文書に基づき，患者

などの同意を得たうえで管理計画を策

定し，患者に文書提供した場合，周術

期等口腔機能管理計画策定料（周計）

300点を算定する（６／３）．周計は，

一連の治療中に１回限りなので，依頼

元の病院に歯科がある場合は算定の有

無を確認する必要がある．

管理計画書の記載内容
（ 管理計画書『歯科保険診療の研究』
P255参照）

基礎疾患の状態・生活習慣

主病の手術などの予定または実績

口腔内の状態など（現症および手術な
どで予測される（生じた）変化など）

周術期等の口腔機能管理で実施する内
容

主病の手術などに関係する患者の日常
的なセルフケアについての指導方針

その他必要な内容

保険医療機関名およびその管理を行う
歯科医師の氏名

　管理計画をもとにした管理は，周術

期等口腔機能管理料Ⅰ（周Ⅰ）手術前

１回に限り280点，手術後３月以内３

回に限り190点を算定し，管理報告書

を患者に提供する．周Ⅰを算定した月

は，歯管，小機能，口機能，特疾管，

医管，がん治療連携指導料，歯在管，

在歯管，訪問口腔リハ，小訪問口腔リ

ハおよび歯科矯正管理料は算定できな

い．ただし，同月でも術前に管理料を

算定し，術後に周術期等口腔機能管理

を行う場合は別に算定できる．

　周術期等口腔機能管理は改定ごとに

評価されており，医科からの依頼に応

える体制を整える必要がある．

周計と周Ⅰは同日に算定できる

Ｐ基検，Ｐ精検，Ｐ混検に際して
５枚を限度に算定する

部　位 傷　病　名 診療開始日
７ ７
７ ７ P２ 令和５年６月３日

〔年齢〕63歳男性

〔主訴〕病院で手術前に歯科受診するよう言われた．歯ぐきが腫れて痛い

〔所見〕歯肉発赤，腫脹あり

歯科診療所が管理する周術期等口腔機能管理のイメージ
４月 ５月 ６月 ７月

手術を実施する
病院から文書依頼 周 計 周Ⅰ 手 術 周Ⅰ 周Ⅰ 周Ⅰ

手術前１回 手術後３月以内，計３回

手術などを実施する医療機関から
口腔機能管理の文書依頼が必須

管理報告書を患者に提供する

周Ⅰを算定した月であって，入院
中の患者に算定できる

手術を行った月から３カ月以内に
計３回算定できる．同月に複数回
算定できる

周術期管理報告書の記載内容
（ 管理報告書『歯科保険診療の研究』
P256参照）

口腔内の状態の評価

具体的な実施内容、指導内容

その他必要な内容


